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日記
EF--
開

安E

ン
氏
の
諸
枇
曾
主
義
評
論

プ
山
Y

グ

(
課
ゴ
一
)

回

島

童市

7台

第
三
章

生

産

の

進

歩

第
一
節

諸
生
産
力
の
蛍
遣
の
組
制
に
依
る

純
集
産
主
義
の
不
油
首

側
人
的
利
潤
な
る
鼓
舞
を
快
〈
所
の
集
産
主
義
は
自
由
主
義
り
如
き
有
力
な
る
「
産
業
進
歩
促
進
的
擁
性
」

er有

す
る
や
奇
や
。
此
質
問
は
至
て
重
姿
な
h
。
何
ご
な
れ
ば
若
し
枇
食
主
義
が
其
夢
む
所
の
公
正
な
る
分
配
に
向
て

生
産
を
犠
牲
に
す
る
に
於

τは
・
日
常
民
会
般
を
過
し
て
諸
物
一
質
的
保
件

ω若
る
し
き
改
良
を
見
る
を
得
干
し
て
、

唯
一
般
的
手
凡
及
び
務
3
紛
養
を
京
市
す
に
過
ぎ

F

き
れ
ば
な
h
o

枇
曾
主
義
者
は
英
主
義
に
依
る
「
生
産
の
方
式
的
組
織
」

(
C
2
2
m
B
E
E
E
日
公
宮
島
哩
と
が
現
存
資
本
主
義

第
二
十
四
巻

第
四
披

。
五

プ
ル
ゲ
シ
氏
山
諸
駐
官
主
義
評
論

仁

説

苑

“・

， . ~ ~ 



.ill: 

苑

フ
ル
ゲ
ン
氏
山
諸
此
骨
主
義
評
論

第
二
十
回
巻

静
岡
抗

一O
六

t 

の
枇
曾
に
於
げ
る
積
々
の
弊
害
、
印
も
重
複
す
る
業
務
、
山
肌
偽
な
る
襲
用
及
び
管
理
、
失
業
、
資
本
階
級
な
る
寄

生
物
、
軍
事
費
及
ひ
ぬ
償
費

ω
如
き
不
生
産
的
費
用
を
除
去
す
る
時
は
、
富
の
非
常
な
る
増
加
ゐ

ι
ぺ
し
さ
思
考

一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ー

す
。
彼
等
が
岡
家
庭
笹

ω
国
民
的
生
産
の
豆
大
な
る
機
制
の
整
努
な
る
事
業
に
措
く
所
の
信
用
は
強
も
に
全
然
非

離
す
吋
か
ら
す
ご
雌
も
、
吾
人
は
恐
る
べ
き
木
知
数
が
斯
の
如
き
難
天
的
考
察
を
阻
止
す
る
も
の
あ
る
や
一
見
る
、

何
ピ
な
れ
ば
吾
人
は
彼
の
管
理
に
委
任
せ
ら
る
‘
べ
き
最
上
の
智
慮
に
就
て
.
及
び
彼
の
整
調
的
任
務
を
行
ふ
が

骨
岬
に
準
備
壮
一
ら
る
ぺ
き
手
段
に
就
て
疑
を
抱
げ
ば
な
b
o

之
に
反
し

τ叉
枇
曾
主
義

ω長
所
ご
も
忠
は
る
、
貼
は
抽
労
働
者
は
彼
等

ω労
働
の
熟
練
度
及
び
勉
強
度
に
準
じ

て
酬
ゐ
ら
る
、
い
か
故
に
最
善
の
努
力
を
絡
す
様
に
肋
ま
さ
る
、
こ
ピ
是
な
り
。
蓋
し
自
己
の
集
盛
岡
健
(
一
戸

S
F
I

nZ志
)
の
織
に
働
(
芭
の
知
肌
買
を
有
す
る
人
々
は
他
人
の
私
的
産
業
に
雇
使
喧
ら
る
、
車
純
な
る
賃
銀
労
働
者
よ

り
は
共
生
産
仁
多
大
の
利
害
関
係
を
有
す
べ
き

'
u
t
は
↓
般
じ
吾
人

ω容
認
L
得
ぺ
き
所
な
L
り

υ

前
越
す
る
所
ご
同
一
↓
公
平

ω見
地
よ
り
五
日
人
は
「
畿
明
者
が
最
早
畿
明
特
許
の
利
潤
を
得
す
又
は
企
業
者
ご

L

て
其
俊
明
を
利
用
す
る
を
得
ず
る
時
(
刊
誌
一
一
は
…
叩
)
は
纏
て
の
俊
明
は
跡
を
絶
つ
な
ら
h
u

」
三
日
ム
こ
己
主
正
し
控

p
b

ぺ
t
o
蓋

L
工
業
界
に
於

τは
、
勢
働
者
の
研
究
内
成
功
が
特
別
の
利
一
臓
を
彼
に
奥
へ
ぎ
る
場
合
に
は
、
総
暇

及
び
健
康
を
研
究
山
犠
牲
ド
捧
ぐ
る
者
φ
な
か
る
べ
[
O
然れい
H

と
も
人
が
其
天
賦
の
才
能
を
後
山
押
せ
ん
己
す
る
白

負
心
及
び
本
協
的
欲
却
は
、
科
血
干
者
生
産
企
業
者
及
び
寧
純
な
る
手
工
匠
等
の
後
明
的
天
才
を
鼓
舞
す
る
こ
己
あ

刷、

'. 



る
を
疑
は
宇
ο

況
ん
や
名
春
の
表
彰
は
亦
有
盆
な
る
櫛
見
を
柏
崎
せ
る
本
人
を
酬
ゆ
る
に
足
る
も
の
あ
る
に
於
て
を

や。
然
れ
ど
も
「
物
質
的
利
往
士
生
暗
中
し

τ少
〈

t
h
名
韓
を
博
L
得
る
畿
見
」
を
外
に

L
r
考
ふ
る
に
、
夫
の
競

事
を
供
け
る
行
政
的
生
産
制
(
一
訪
問
打
む
)
は
川
唱
し

τ、
日
課
業
の
配
布
及
び
原
料
の
使
用
に
就
て
の
棋
密
な

ι改
良
、

ω封
人
的
勤
労
の
組
織
の
微
妙
な
る
官
畑
、
日
生
産
物
の
質
を
普
く
し
、
此
等
を
購
買
者
の
唱
一
好
に
泊

せ
し
め
・
議
設
用
ル
ρ

節
減
し
、

M
A

ぴ
生
産
額
を
増
加
す
刊
、

待
L
得
‘
へ
き
か
。
弦
に
提
起
す
る
質
問
は
主
正
[
て
管
理
(
-
防
止
日
住
吉
)
に
闘
す
。
郎
も
集
産
制
の
一
刑
界
に
於
て

管
理
は
競
領
制
の
下
に
於
け
る
E
同
級
な
る
強
力
、
同
絞
ら
る
進
歩
的
粉
榊
、
同
様
な
る
注
意
を
有
[
得
ぺ
き
や

を
如
る
じ
在
h
o

併
に
園
又
は
株
式
曾
枇

ω目
下
経
倍
す
る
産
業
に
向
て
は
集
産
制
下
の
管
理
は
一
見
そ
れ
等
現
附
の
制
下
の
管

理
に
劣
ら
凶
如
〈
忠
は
る
。
例
へ
ば
郵
便
電
信
橋
梁
道
路
繊
道
の
事
業
、
園
又
は
曾
祉
に
属
す
る
鉱
山
業
の
如
、
き

其
事
業
が
競
争
の
下
に
院
か
る
、
こ
ご
無
言
時

す

じ
於
て
、
業
務
執
行
は
按
碕
じ
l
イ
¥
佐
々
厳
秘
に
、
且
進
歩
は
繕
え
や
白
か
ら
約
は
る
。
果
[
て
然
、
h
ば
何
故

有
給
役
員
に
由
り

τ支
配
せ
ら
る
、
最
大
行
政
組
織
に
於

τは、

に
禁
固
化
す
る
産
業

(
E
E
E
E
S
E
E宮
球
州
知
)
に
向

τ同
慌
の
事
は
行
は
れ

5
る
べ
き
か
。
議
ム
之

を
次
に
越
ぺ
ん
。

同党

チE

プ
ル
ゲ
ン
民
心
諸
制
品
目
主
義
評
論

停
二
十
四
巷

七

第
四
銑

一O七

-、

，唱・ 4



需主

プ
ル
ゲ
ン
氏
山
諸
批
官
主
義
評
論

第
ご
十
四
寄

O 
J、

苑

仁

凹

第
四
視

比
雨
制
度
の
問
に
は
今
余
輩
ゆ
論
暗
ん
・
と
欲
す
る
貼
に
闘
し
一
の
重
要
な
る
差
異
ゐ
b
。
工
業
及
び
運
輸
の
諸

ア
リ

A
t
b
一
一
ヲ
チ
タ

大
曾
枇
の
定
款
は
全
然
貴
族
的
に
し
て
且
彼
等
の
行
潟
は
専
ら
利
潤
獲
得
の
目
的
に
由
て
支
配
せ
ら
る
。
闘
俸
の

企
業
に
於
け
る
管
理
者
も
亦
株
式
曾
枇
の
其
等
の
如
く
利
潤
獲
得
の
手
腕
あ
る
者
を
援
摺
し
符
る
方
法
に
由
b
て

任
命
せ
ら
る
。
之
正
英
に
し

τ若
し
集
産
制
下
の
生
産
は
謎
皐
せ
ら
れ
た
る
人
に
白
h
て
支
配
せ
ら

は
、
前
越
の
場
合
ピ
等
値
の
保
設
を
得
べ
き
望
は
甚
少
し
Z
す
。
何
ご
な
れ
ば
諸
勢
働
者
は
1
生
産
物
の
改
良
に

ヨ
費
用
の
節
減
に
3
最
も
生
産
的
な
る
機
械

ω使
用
に
向

τ自
身
直
接
の
利
害
を
戚
守

F
る
吋
け
れ
ば
な
b
o
例

へ
ば
織
物
工
が
完
全
な
る
機
械
を
用
ふ
る
時
は
ニ
メ

1
ト
戸
の
布
を
織
b
、
通
常
の
機
械
を
用
ム
る
時
は
同
時
間

、
仁
於
て

に
僅
か
に
一
メ
ー
ト
ル
の
布
を
枇
曾
に
供
給
し
得
る
ご
せ
ば
、
若
し
彼
の
勢
働
時
聞
が
同
様
に
支
抑
は
る
、
な
ら

ば
・
彼
に
向
て
は
何
H
H

の
機
械
を
用
ふ
る
も
殆
ん
ど
相
同
じ
。

一
産
業
所
仁
屈
す
る
抽
労
働
者
が
生
産
の
進
歩
及
び

生
魔
物
山
寅
捌
に
就
て
直
接
な
る
利
害
関
係
を
有
せ
-3
る
に
於
て
は
、
彼
等
が
期
印
刷
を
選
血
中
す
る
に
方
り
巣

L
て

「
事
業
の
経
倍
及
び
指
導
に
向

τ手
民
の
才
能
を
有
す
る
人
」
を
選
挙
す
る
様
に
彼
等
を
留
意
せ
し
的
得
る
や
甚
H
h

疑
は
し
ご
す
o

彼
等
は
亦
鰍
密
な
る
監
替
を
甘
受
す
ぺ
き
や
。
彼
等
は
彼
等
の
慣
匂
叉
は
利
盆
に
反
す
る
内
部
の

諸
改
革
・
を
許
容
す
べ
き
や
。
彼
等
は
彼
等

ω
一
部
を
糊
職
せ
し
な
べ
主
新
機
械
を
喜
ん
で
採
用
す
べ
き
や
。
是
故

に
国
家

ω構
成
を
し
て
衰
耗
せ

F
ら
し
む
る
錦
に
は
少
〈
ピ
も
諸
管
理
者
が
彼
等
直
接
の
配
下
の
意
思
に
左
右
せ

ら
れ

Y
る
如
き
任
命
方
法
を
採
用
す
る
を
要
す
吋
き
な
り
。

-、
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向
惑
に
性
質
を
異
に
す
る
無
帥
酬
の
碍
鎖
の
企
業
あ
り
。
農
業
工
業
水
運
陸
運
商
業
等
師
も
是
に
し
て
、
是
等
は

現
今
は
自
ら
責
任
を
負
ふ
所
の
企
業
者
に
由
り

τ管
理
せ
ら
る
れ
ど
も
、
集
産
制
に
於

τは
官
東
の
支
配
に
移
る

べ
き
も
の
な

b
。
此
場
合
に
カ
の
損
失
は
英
大
な
る
べ

L
。
蓋
し
そ

μ
y
¥限
ら
れ
た
る
範
囲
に
於
け
る
此
等
の

企
業
の
管
理

ω
下
に
於
て
尤
も
大
切
に

L
て
他
に
代
り
得
る
も
の
な
き
力
は
個
人
的
利
盆
な
る
も
の
、
典
容
な

り
。
夫

ω自
作
農
的
一
刻
皆
す
る
耕
作
、
尚
人
の
熱
烈
な
る
執
務
、
生
産
費
を
盆
々
減
少
す
る
工
夫
に
向

τの
不
断

の
探
究
、
華
客

ω噌
好
仁
盆
々
辿
合
す
べ
き
生
産
物
の
使
査
、
従
業
者
に
掛
す
る
周
到
な
る
監
督
、
凡
そ
斯
の
如

き
農
工
市
問
中
本
の
懸
命
に
議
す
所

ω不
屈
不
強
不
断

w
努
力
は
.
他
な
し
、
彼
は
共
富
及
び
名
盤
が
一
に
懸
り

τ共

勤
勉
及
び
地
能
に
在
る
を
知
る
に
起
因
す
。
而
し
て
此
努
力
は
一
切
の
生
産
(
制
哨
側
一
自
立
晴
州
出
時
山
口
此
)
卸
ち

豆
大
な
る
製
造
場
よ
り
些
一
細
な
る
仕
事
場
、
狭
降
な
る
周
畝
及
び
小
寅
倉
庫
に
至
る
迄
を
も
包
容
す
る
所
の
官
僚

前
向
能
的
の
組
制
の
下
に
、
何
等
の
代
償
な
〈
犠
牲
に
供
ゼ
ら
る
べ
き
な
b
o

0

0

0

0

0

0

0

0

 

集
産
制
を
弱
め
る
原
因
正
し
て
は
、
前
逃
せ
る
活
動
カ
的
減
退
よ
b
術
一
層
恐
る
べ
き
も
の
あ
り
、
郎
も
費
用

の

r
rな
る
こ
と
こ
れ
に
し

τ、
今
此
貼
を
力
説
す
る
要
あ

h
o
集
産
制
の

E
大
な
る
行
政
的
管
理
は
此
制
度
目
か

以

τ勢
働
者
及
び
無
能
力
の
利
盆
に
供
ゼ
ん
と
誇
稽

L
っ
、
あ
る
所
の
「
資
本
主
の
品
開
剃
樹
伯
」

ω全
部
又
は
北
(
最

大
部
分
を
、

一
般
経
費
t
L
て
枇
曾
が
蕩
裂
す
る
を
敢

τす
る
程
に

F妥
を
要
す
ぺ

L
o
有
給
{
丹
東
の
会
隊
の
緋

持
仁
要
す
る
費
用
は
副
主
hd
大
な
bd
正
雄
も
、
こ
れ
の
み
の
計
算
に

τは
不
充
分
な
h
、
向
此
外
に
「
綜
合
さ
る

第
二
十
四
笹

第
四
腕

Q 
;L 

七

五

設

苑

プ
ル
ザ

y
氏
自
諸
世
合
主
義
評
論

-、

'.， 



話

請
枇
合
主
義
評
論

第
二

1
四
谷

じ
一
六

第
四
班

。

苑

プ
ル
ゲ
ン
民

る
行
政
」
が
、
生
産
運
搬
及
び
版
ド
誌
の
『
公
務
を
行
ふ
に
方
り
て
避
〈
る
能
は
ぎ
る
所
の
一
般
的
浪
品
質
を
計
算
に
入

る
〉
伊
】
要
す
o

官
克
は
、
特
に
彼
等
が
謎
血
中
に
由
h
て
共
地
位
を
得
た
る
場
合
に
は
、
企
業
的
危
険
を
自
身
に
負

婚
す
る
企
業
者
ピ
同
様
な
る
け
節
約
の
注
意
刊
蔵
省
な
る
監
督
刊
費
用
節
減
に
辿
蛍
な
る
方
訟
の
捜
査
に
向
て
の
一

機
敏
等

ω諸
徳
を
決
し
て
有
せ
玄
る
べ
し
。

要
す
る
に
此
鈍
重
に
し
て
池
費
多
き
行
政
は
、
同
四
民
生
産
力
の
増
加
を
来
す
べ
き
節
約
の
政
策
を
・
鏑
ま
宇
縞

行
す
る
に
向
て
充
分
な
る
威
棋
を
も
‘
久
山
浪
カ
を
も
有
せ
-
さ
る
べ
し
。
阪
に
吾
人
現
時
の
岡
家
の
「
選
患
に
肉
る

諸
機
カ
」

(
-
2
3
5氏
自
己
R
E
F
)

は
公
債
の
償
却
に
向
て
規
則
正
し
(
準
備
す
る
を
知
ら
A
Y
o

況
ん
や
集
産
制

り
園
に
於

τは
、
消
技
古
る
、
資
本
の
償
岬
及
び
再
生
売
の
み
な
ら
す
、
併
せ
て
共
増
加
を
磁
貨
に
す
る
匁
に
、

諸
越
奉
に
謝
し
彼
等
山
労
働
の
報
酬
の
上
に
控
除
を
強
制
附
す
江
主
仁
於
て
を
や

0

・
買
に
集
産
制
下
に
於
て
は
、
何

人
も
園
民
的
貯
蓄
に
就
工
偶
人
的
利
盆
を
有
せ
ぎ
る
べ
し
。
集
産
制
下
り
園
民
的
貯
蓄
を
L
Z
個
人
的
枇
曾
の
な

的
貯
蓄
り
額
に
均
し
〈
な
ら
L
h
u
る
潟
に
は
、
込
民
心
総
健
並
に
彼
等
の
代
表
者
り
脳
裏
に
、
枇
曾
奉
仕
の
念

(一命旬。ロロ
E
E
H
含
〈
凶
0
4
0
日

ω
2
5
-
)
が
故
大
困
難
の
犠
牲
を
供
す
る
を
併
せ
宇
苦
い
ふ
科
度
に
向
上
す
る
を
要
す

ぺ
き
な
り
。

勢
働
者
の
側
に
税
て
之
を
見
る
に
、
彼
等
は
唯
平
均
同
制
度
の
勢
働
時
間
に
由
る
械
酬
を
受
け
‘
生
産
用
具
及
び

原
料
に
劃
し
て
潟
き
る
、
節
約
に
就

τ考
慮
せ
ら
る
、
こ
ご
な
き
が
散
に
、
彼
等
同
機
械
を
虐
使
L
叉
は
原
料
を

-、

..・4



一一一一一一一一一一一一一一一一一一一……

濫
費
す
る
を
慎
む
こ
ご
仁
就
て
利
害
を
成
品
T
5
る
べ

L
。
勿
論
彼
等
は
各
人
の
辛
踊
は
枇
曾
の
純
牧
入
の
増
加
に

因
る
を
知
る
べ
く
、
彼
等
は
皆
一
耽
曾
連
帯

(
Z
E
E
E
Z
E
E
-と
な
る
高
倫
な
る
思
想
を
有
す
べ

L
ご
総
め
ら

る
。
然
れ
Y
」
も
た
正
ひ
此
思
想
は
俊
秀
の
士
を
し
て
一
時
の
議
刷
又
は
大
な
る
貢
献
を
錦
?
し
む
べ

L
t
雌
も
、

勢
働
者

ω会
館
を

L
て
雄
投
を
防
「
に
必
要
な
る
べ
き
「
此
絶
え
さ
る
自
己
省
察
(
日
。
s
g
z
E
n
2
E
E
m
R

ω
0
5
0
目
。
)

や
』
鋳
さ
し
む
る
を
得
43
る
ぺ

L
o
査
し
一
尋
常
人
に
向

τは
彼
の
努
力
よ
b
唯
至

τ微
小
な
る
利
盆
を

某
子
に
牧
め
得
る
に
過
ぎ
ざ
る
如
き
場
合
に
は
、
到
底
斯
の
如
、
き
献
身
的
行
震
を
期
待
す
る
を
得
す
。

帆
近
の
枇
曾
主
義
者
の
賢
明
な
る
や
、
彼
等
以
芙
夢
想
す
る
未
来
閥
じ
於

τ枇
曾
機
闘
の
原
動
力

Z
L
て
富
に

謝
す
る
無
我

ω心
(-m
宮
包
C
ロ
色
合
百
円
小
耳
目

r
E
E
E
)
、
及
び
一
般
人
類
に
封
す
る
愛
情
を
伶
・
9
劣
〈
某
計
算

に
入
る
、
ニ
ピ
な

L
o
彼
等
は
人
的
性
質

ω穏
化
凶
恨
定

ω上
に
其
未
来
闘
を
建
つ
る
こ
ご
を
断
念
す
c

然
れ
ど

も
其
時
夏
に
承
認
す
る
を
要
す
る
は
、
生
産
者
が
改
良
せ
る
機
械
器
去
の
使
用
及
び
此
等
的
物
又
は
原
料
山
節
約

に
就

τ利
害
関
係
を
有
せ

5
る
如
き
倒
値
り
方
式
の
上
に
建
て
ら
れ
た
る
剥
曾
(
山
一
一
昨
州
恥
)
に
於
て
は
事
務
は
沈
滞

し
、
財
貨
は
椴
費
せ
ら
れ
、
生
産
は
衰
退
L
・
絡
に
一
般
の
困
乏
を
招
〈
に
非
十
ん
ば
‘

凡
賄
な
る
貧
枇
曾
己
な

b
一J
る
べ
き
こ
正
是
な
h
。

V

L
ツ
ア
レ

1
氏
は
彼

ω犀
利
な
る
批
評
に
於

τ憶
に
多
少
奨
励
の
言
僻
を
雑
へ
つ
、
、
集
産
主
義
の
此
弱
駄

を
指
摘
す
る
を
忘
れ

F
ふりき
o

第
二
イ
凶
器

上

仁

枯
炉
問
蹴

設

事E

プ
ル
ゲ
ン
民
自
諸
一
位
合
主
義
評
論

S. 65 5 AII司.Gotha 187日Du: Qw叫't.'SJe1tzdesル)$1(l丘町/n/(SSehaffle， 

und 66 
向上(~D課 Malon，第二府 p. 53及ピ 54

-、
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第
二
十
四
番

七-
F、

第
四
挽

説

苑

ア
ル
ゲ
ン
氏
自
請
枇
合
主
義
評
論

集
産
主
義
の
原
理
を
忠
貨
に
保
持
す
る
人
々
に
向
つ
て
は
彼
等
は
競
争
債
格
よ
り
結
巣
L
来
る
所
の
不
平
等
を

全
然
排
斥
す
る
が
故
仁
、
此
制
度
に
立
蹄
る
ご
い
よ
事
は
問
題
ご
な
り
得
す
。
き
れ
ば
芭
て
、
集
産
制
を
維
持
す

如
何
に
し
て
「
宮
の
一
層
良
、
き
分
配
を
行
ム
柏
崎
仁
生
産
を
犠
牲
に
す
」
芭
の
非
難
を
兎
が
れ
得
べ
き

る
に
於
ー
は
、

ゃ
。
生
産
者
が
股
密
な
品
節
約
に
就
て
共
見
得
べ
持
及
び
寵
援
な

ι利
害
関
係
を
有
せ
玄
る
所
以
は
、
彼
等
が
其

使
用
す
る
所
の
生
産
方
仙
作
物
在
自
身
仁
獲
得
せ
十
(
酬
は
川
哨

3
.
日
共
所
有
権
を
有
せ

Y
る
に
由
る
。
き
れ
ば
ご

て
、
此
等
を
労
働
者
の
組
合
財
産
(
F
目見
O
官
民
恥
広

n
O岡
市

O
B
E
r
m
)
己
す
る
こ
E
H
h

「
辛
ふ
じ

τ枇
曾
に
開
放

L
た
許

り
の
私
有
制
度
」
を
再
建
す
る
こ
E
、
な
る
べ
、
き
が
放
に
、
是
れ
亦
忠
貨
な
る
集
産
主
義
者
の
承
認
す
る
を
敢
て

せ
5
る
所
な
る
べ
し
。
生
産
者
が
卒
均
よ
b
優
れ
る
生
産
を
粛
ら
す
所
の
物
質
的
生
産
要
素
を
使
則
す
る
こ
と
に

利
害
閥
係
を
有
せ
ざ
る
所
以
は
、
彼
等
が
此
筈
生
産
要
素
を
使
用
す
る
仁
曲
る
所
の
生
産
力
に
廊
じ
て
酬
は
れ
ざ

る
が
縄
な
り

Q

き
れ
ば
ご
て
、
斯

ω如
、
き
方
法
に
て
彼
等
に
報
酬
を
典
ふ
る
こ
ご
は
、
会
構
に
委
任
す
る
に
無
償

に

τ及
び
任
意
に

τ生
産
方
便
物
を
分
配
す
る
権
力
を
以
ー
す
る
所
の
行
政
的
生
産
制
度
の
下
に
於

τは、
存L

E 

義
た
る
を
兎
が
れ

5
る
べ

L
o

此
等
山
矛
盾
は
之
を
脱
却
す
る
こ
ご
困
雑
仁
見
ゆ
れ
H

こ
も
、
而
も
其
試
み
は
品
局
さ
れ
た
b
o
諦
ふ
衣
節
に
於
て

之
を
遁
ぺ
ん
。

-、
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第
二
簡

ジ
ョ

I
レ

1
氏
の
地
方
分
権
的
集
産
主
義

。。

ジ
ョ

1
レ

1
氏
は
個
人
が
刺
盆
を
戚
十
る
は
喰
其
個
人
的
形
態
を
有
す
る
古
き
の
み
な
る
を
創
る
が
故
に
、
集

の
必
要
な
る
こ
Z
を
完
会
に
理
解
14
た
h
。
氏
は
共
著

0

0

0

 

「
産
業
組
織
の
暇
案
」
(
同
ぷ
E
E
0
1。
t
g
H
号

-
5
お
E
E
t
oロ
日
ιEEm--o)
に
於
て
阪
に
行
政
的
生
産
の
制
度

0

0

0

0

o

 

t
組
合
的
生
産
の
制
度
(
『
弘
同

5
0
t
z
-
v
B含
n
E
S
包
宮
山
口
一
号
制
民
話
且
日
正
常

E
胃
O

含
n
z
g
n
o号
o
a

産
制
の
構
造
に
は
地
方
分
権
及
び
自
治
士
、
EZMHOE-o)

B
を
こ
ピ
を
区
別
し
た
b
。
間
ゆ
る
組
合
的
生
産
の
制
度
に
於

τは
囲
民
会
館
は
常
に
集
産
的
資
本
の
名
義
上
の

所
有
者
た
る
に
止
ま
・
9
、
産
業
上
の
機
械
道
具
の
官
際
の
所
有
檎
及
び
使
用
樺
は
之
を
定
ま
れ
る
諸
保
件
の
下
仁

職
業
者
の
詩
集
群
令
官
町
内
O
C
唱
。
自
由
官
官
。
官
民
。
自
立
臼
)
に
委
托
す
る
な
h
o

ジ
ョ

1
レ

I
氏
は
、
岡
民
的
産
業
の
一
支
類

{ZZ
耳
目
n
F
O
)
の
組
織
を
以
て
金
領
土
内
に
於
け
る
岡
横
山
り
券
働

サ
レ
4
7
a
M
B

の
大
な
る
聯
合
健
£
刷
局
苫
ん
ご
欲
す
。
氏
の
考
仁
依
れ
ば
各
組
合
は
其
使
用
せ
ん
ご
す
る
生

組
メ、.... 
(ω

苫
島
E
Z
)

産
用
具
の
準
回
訓
布
推

(
Z
A
Z
向
子
宮
O
司
見
合
と
を
有
償
に
て
得
べ
き
も
の
ご
す
る
が
如
し
。
並
し
生
摩
用
具
の
新

調
及
び
完
成
の
準
備
を
錫
す
は
組
合
の
任
務
に
し
て
集
産
国
健
正
し

τは
奥
か
ら
や
，
、
而
し
て
組
合
は
生
産
用
具

の
代
償
正
し
て

1
1勿
論
原
料
の
貫
入
に
就
て
も
亦
同
様
な
る
が
1
1共
生
産
物
の
債
格
の
中
に
嘗
然
合
ま
る
、

資
本
償
却
仁
供
せ
ら
る
べ
き
部
分

(
F
官
再

ι〆自
o
E
E
S
E
H
)
に
充
嘗
す
る
な
h
o

一
の
組
合
が
新
式
の
機
械

プ
ル
ゲ
ン
氏
自
諸
駐
曾
主
義
評
論

宛

第
二
十
四
番

設

七

九

第
四
鵠

"Collectivisme decent同 li日 teurde M. Jaures." 

-、

‘" 



プ
ル
ゲ
ン
民
自
諸
世
合
主
義
評
歯

第
二
十
四
番

詑

宛

-l: 

O 

第
四
都

同

を
採
用
せ
ん
ご
欲
す
る
場
合
に
は
集
車
庫
阻
健

ω政
府
に
上
申
し
て
労
働
切
符
の
前
貸
を
請
求
し
、
又
は
其
組
合
員

の
脱
出
を
求
む
る
を
得
。
斯
(
し

τ得
た
る
切
符
を
以
て
新
機
械
を
据
付
け
た
る
後
は
、
英
生
産
物
の
量
に
感
じ

て
整
済
的
に
償
還
を
匁
し
了
る
な
り
、
但
L
此
償
還
じ
は
利
子
を
合
ま
5
る
は
勿
論
な

b
o
倫
附
言
す
べ
き
は
、

工
業
家
又
は
畿
明
家
は
其
事
業
を
遂
行
す
る
に
要
す
る
資
本
己

Lτ
諸
人
の
貯
蓄
せ
る
崎
労
働
切
符
を
其
手
仁
集
む

る
を
得
べ
〈
、
斯
〈
し
て
彼
の
個
人
的
企
業
的
下
に
彼
の
質
験
を
続
行
す
る
を
得
べ
し
。
而

L
て
此
質
験
が
成
熟

の
時
期
仁
法

L
た
る
己
主
は
、
此
企
業
は
闘
の
純
憐
的
行
政
的
下
に
蹄
一
崩
す
べ
き
な
り
。

吾
人
は
前
越
ゼ
る
如
量
産
業
組
織
に
は
工
業

ω進
歩
を
促
が
す
ぺ
き
部
分
ゐ
る
こ
ご
を
認
む
。
貨
に
各
産
業
所

は
共
生
産
的
総
て
を
公
共
倉
庫
に
納
付
し
、
会
構

ω附
す
る
岡
慣
格
決
定
に
服
従
す
。
然
れ
ど
も
共
同
法
律

(
Z
H
a

。。自
E
Cロ0
)

に
由
b
て
定
め
ら
る
、
-
債
備
軍
位
は
爾
来
工
業

ω
各
積
類
に
於
り
る
卒
均
生
産
カ
の
融
労
働
時
間
た
る

こ
正
を
得
、
従

τ各
勢
働
者
は
彼

ω賞
際
費

L
た
る
労
働
時
間
に
拘
は
ら
守
し
て
、
某
百
倍
共
倉
庫
に
持
品
置
す
る
所

の
生
産
物
に
肱
じ
て
支
椀
は
る
べ
き
な
り
。

例
へ
ば
工
業

ω質
際

ω妹
況
に
於

τ、
麻
布
一
メ

1
ト
戸
が
枇
曾
的
努
働
の
四
時
闘
を
通
常
要
す
る
n

子
宮
、
詳

言
す
れ
は
原
料
た
る
麻
紙
の
生
産
に
二
時
間
字
、
機
械
の
消
耗
費
に
二
分
一
時
間
、
製
織
に
一
時
間
脅
要
す
E
鍛

定
す
れ
は
、
政
府
は
如
何
な
る
製
織
の
産
業
所
(
叫
炉
駐
日
目
n
v
k
)
に
て
も
荷
も
麻
布
を
持
委
す
る
も
の
に

劃
し
て
は
一
メ
ー
ト
ル
毎
に
四
切
符
を
支
抑
ふ
べ
し
、
併
L
此
債
格
付
け
の
標
本
に
合
す
る
物
に
就
て
新
〈
支
梯

鋼、

'胴‘'
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L
I
、
，
『
物
品
山
質
に
上
下
あ
れ
ば
)
0

」口
t
F個
和
付
付
も
亦
上
下
す
、

政
府
は
支
挑
た
る
ご
同
じ
債
務
を
以

τ小
資
す
る
が
故
に
、
由
民
腐
は
話
じ
原
伺

に
同
じ
、
而

L
て
此
事
は
雷
に
生
産
物
の
会
憶
に
就
て
の
み
な
ら
で
伺
身
の
品
物
に
就
て
色
亦
然
b
Z
す
(
持

ルル一日…ぬい
'yh…
帥
一
時
世
哨
と
)
。
若
し
一
の
工
業
的
集
群
が
自
F

ら
費
用
を
投
じ
て
獲
た
る
改
用
機
械
の
使
用
に
尚

b 

一
時
間
の
労
働
を
以

τ
ニ
メ

1
ト
戸
の
麻
布
を
織
骨
、
原
料
を
純
情
的
に
使
用

ιた
る
柏
崎
に
従
来
麻
紙
に
掛

L
Z
五
切
符
を
要
し
た
る
を
四
側
宇
に

τ足
る
こ
ご
、
な
り
、
且
叉
大
量
生
産
の
匁
に
新
機
械
の
損
料
ご
し
て
は

一メ

1
ト
W

の
麻
布
を
作
る
毎
に
切
ね
の
四
分
一
を
取
除
〈
を
要
す
る
に
過
ぎ
古
る
如
、
き
場
合
に
は
、
該
集
群
は

一
時
間
に

τ織
上
げ
た
る
ニ
メ

1
ト
戸
の
麻
布
を
公
共
倉
庫
に
持
丞
し
て
切
符
入
枚
を
受
取
h
、
而
し
て
英
中
に

就

τ
二
枚
を
一
時
間
り
努
働
に
劃
す
る
報
酬
ご
し
て
労
働
者
に
奥
へ
、
残
b
六
枚

ω内
原
料
に
向
て

ω四
個
宇
ピ

『
即
ち
前
記
一
メ
ー
ト
ル
の
腕
荷
に
謝
し
て
四
分
一
一
切
J

F
符
な
れ
ば
二
メ
ー
ト
ル
に
劃
し
て
は
-
一
分

7
と
な
る
』

機
械
の
損
料
に
向
て
の
二
分

ご
の
合
計
五
枚
の
切
符
を
控
除
す
れ

ば
切
符
一
枚
は
該
集
詳
の
利
潤
ご
な
る
な
b
o
之
ピ
反
割
に
、
何
れ
の
産
業
所
に
し
て
も
、
欝
式
の
機
械
を
使
用

L
又
は
原
料
を
盤
投
す
る
が
如
き
蕗
に
於
て
は
勢
働
者
は
平
均
よ
h
低
き
報
酬
舎
受
け
、
及
び
償
却
に
向
て
割
合

に
多
額
の
控
除
を
活
き
い
γ

る
を
得
5
る
べ
し
。

上
掛
喝
の
如
き
制
度
の
下
に
於

τは
、
進
歩

ω原
因
は
杜
絡
の
厄
を
兎
が
る
、
如
(
思
は
る
。
各
工
業
組
合
は
新

式
の
製
池
方
法
を
俊
明
せ
ん
こ
ご
を
工
夫
し
、
重
大
な
る
犠
牲
を
梯
ひ
て
も
術
は
最
良
の
原
料
及
び
最
も
完
全
な

る
機
械
を
手
に
入
れ
ん
Z
禽
胤
努
力
す
ぺ

L
。
彼
(
町
一
時
剛
一
一
)
は
生
産
用
具
の
維
持
に
、
石
決
一
丸
期
比
ぴ
原
料
の
節

設

苑

プ
ル
ゲ
シ
氏
自
諸
融
合
主
義
評
論

五

弟
子
「
回
答

t 

第
四
都

....Ii 

-ー-.



誕

苑

ノ
ル
ダ
ン
氏
自
諸
此
合
主
義
評
論

第
三
十
四
谷

七

第
四
醜

-
"-，、

用
に
注
意
し
屑
及
び
副
産
物
の
利
用
を
考
究
す
べ
し
。
彼
は
企
業
の
繍
張
に
由
b
τ

一
般
費
用
を
節
減
せ
ん
芭
勉

一一回一一一一… 一一一一一一一一一

む
ぺ
し

o
E彼
は
其
主
長
に
最
も
手
腕
ゐ
り
及
び
最
も
経
験
に
富
め
る
人
を
委
任
す
る
じ
至
る
吋
し
。
賞
仁
組
合

勢
働
者
会
ロ
可
吉
弘
=
0
5
E
E
E恥
)
が
企
業
の
善
良
な
る
取
締
に
向

τ戚
守
ぺ
き
利
盆
は
、
車
身
に
利
潤
又
は
損

失
の
釦
蜘
聞
を
負
猪
す
る
所
の
盛
明
家
叉
は
企
業
者
の
そ
れ
己
同
様
に
旺
盛
な
る
を
得
ざ
る
は
勿
論
な

h
o
蓋
し
責

任
の
戚
念
は
多
数
人
に
分
る
る
穏
問
調
〈
な
る
も
の
な
り
、
而
し
て
諸
生
産
組
合

(
]
2
8口
容
針
。
。
。
自
国
昌
且
〈
自
内
凶
作

目見

O
E
n民
O
ロ
)
は
多
か
れ
少
な
か
れ
取
締
の
不
充
分
ピ
い
ム
快
駄
あ
る
日
~
し
。
然
れ
ど
も
備
は
、
組
合
員
等
の
小
集

群
の
限
ら
れ
た
る
範
囲
に
於
て
は
、
各
人
の
利
益
は
彼
を
し
て
軍
純
な
る
賃
銀
抽
労
働
者
よ
b
大
な
る
注
意
を
以

て
、
白
か
ら
進
ん
で
袋
用
の
減
少
及
び
生
産
物
の
増
加
に
協
カ
せ
し
む
る
に
足
る
程
明
白
な
b
己
す
。
而
し

τ此

の
如
き
性
質
の
組
合
の
取
締
に
就
て
之
を
見
る
に
、

た
ぜ
ひ
椎
威
の
不
充
分
古
い
ふ
蝕
陥
は
あ
れ
ど
も
、
現
時
の

企
業
に
賞
然
附
随
す
る
幾
多
の
商
業
上
の
困
難
が
底
除
せ
ら
る
、
ご
い
ふ
特
別
の
前
提

ω下
仁
於

τは
、
亦
資
本

E
E
L
-
2
1
7民
自
集
諸
制
四
祉
舎
に
時
て
も
、
生
産

主
義
企
業
の
収
締
に
比
し
て
技
術
上
劣
る
こ
ご
無
量
を
得
ぺ
き
な
b
F物
は
皆
公
共
A

漏
出
陣
に
納
入
し
、
共
販
一
躍
は
会
構
之
を
行
L

城
野
間
雌
山
山
川
洩
)
。
且
前
越
の
組
合
に
於
け
る
倒
人
的
又
-
N
組
合
的
な
る
特
別
の
利
潤
は
噛
細
工
の
寅
現
せ

る
笹
山
グ
に
困
句
直
接
に
結
果
せ
る
も
の
に
[
て
、
噌
唱
ず
伊
一
般
に
普
及
し
従
て
会
権
の
検
定
す
る
枇
曾
的
手
均
の

債
値
車
位
の
昂
上
を
見
る
時
迄
は
、
此
利
潤
は
持
綴
す
ぺ
し
。

前
越
せ
る
所
は
蓋
し
タ
ョ

1
v
1氏
が
「
工
業
的
組
合
の
組
合
員
は
個
人
的
破
出
に
因

τ彼
等
の
生
産
用
具
を

晶、. 

-.. 



完
全
に
す
る
こ
正
に
大
な
る
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
正
」
を
吾
人
に
示
す
に
嘗
り

τ抱
り
る
氏
の
意
見
な
b
o
郎

も
そ
れ
に
依
h
「
彼
等
は
彼
等
の
生
産
カ
を
進
め
、
尋
常
生
産
用
具
(
て
o
z己

z
q
g
E巴
)
を
規
準
ご
・
し
て
H

公
定

せ
る
債
格
よ
り
下
に
生
産
農
を
減
少
し
、
斯
(
し
て
彼
等
は
此
差
額
を
利
盆
す
、
而
L
τ
此
利
益
は
官
ず
げ
v
m
w

。。

に
劃
す
る
賞
奥
正
調
ふ
を
得
べ
し
;
』
氏
は
語
を
絞
げ
て
臼
〈
「
此
賞
奥
は
闘
が
債
格
公
定
の
規
曲
中
正
錯
す
所
の

。。尋
常
量
の
第
働

(
F
ρ
E昆
広

5
5
ω
-
o
r
可
印
画
一
{
)
芭
改
良
せ
る
生
産
が
事
賞
上
要
し
た
る
比
統
的
少
量
な
、
。

L
帥
労
働
ご
の
聞
の
差
な
る
べ

L
」
「
諸
勢
働
者
の
提
供
し
た
る
勢
働
量
は
彼
等
の
作
h
出
せ
る
生
産
物
を
以

τ
計

0

0

0

0

0

0

。
。
。

量
せ
ら
る
べ
し
」
由
て
吾
人
は
次
の
如
〈
論
定
す
、
債
低
計
量
の
単
位
は
平
均
生
産
力
の
勢
働
時
な
る
べ
し
、
而

し
て
此
拙
労
働
時
は
遁
常
の
生
産
方
便
物
を
以

τす
る
卒
均
強
度
の
勢
働
の
生
産
仁
由
h
τ
測
定
せ
ら
る
べ
し
。

然
れ
ど
も
滋
仁
縄
々
の
疑
問
あ
b
o

臼
〈
如
何
に
し
て
組
合
財
産
Z
集
産
主
義
ご
が
互
に
調
和
し
得
吋
き
乎
。

日
〈
組
合
財
産
は
組
合
員
等
の
閲
さ
れ
た
る
集
鮮
に
依
b
嫉
妬
的
に
保
持
せ
ら
る
、
利
潤
の
不
卒
等
を
慈
超
せ
v
d

る
乎
。
臼
〈
若
L
組
合
の
生
産
に
掛
L
て
指
揮
を
下
す
べ
き
中
央
整
調
機
関
な
〈
ば
呆
し

τ能
〈
軸
労
働
軍
位
に
由

る
定
債
を
し
て
競
守
に
由
る
債
格
に
代
ら
し
む
る
を
得
べ
き
乎
。
ジ
ョ

1
v
1氏
は
自
由
的
生
産
主
義
を
も
叉
閉

鎖
的
組
合
の
主
義
を
も
採
ら

5
る
が
故
に
此
等
の
一
抵
鯛
を
遊
付
得
た
り
。
其
要
は
衣
の
如
し
。

融
労
働
の
組
織
は
決
し

τ其
劉
民
的
統
一
的
性
質
を
失
ふ
べ
か
ら
十
。
又
絶
劃
濁
立
な
る
組
合
あ
b
て
、
或
る
特

権
受
有
者
の
利
盆
の
錦
仁
、
岡
家
の
委
托

L
た
る
生
産
的
資
本
を
な
占
す
る
が
如
き
こ
ぎ
の
る
ぺ
か
ら
や
。
闘
の

設

苑

プ

h

F

V
氏
自
諸
枇
合
主
議
評
歯

第
二
十
四
器

士

節
四
韓

七

!1 
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詑

施

プ
ル
ゲ

ν
民
申
請
枇
合
主
義
評
論

第
二
十
四
巻

七
二
回

第
四
鍛

λ 

規
律
(
訂
品
目
円
目
立
山

5
E
E。
E
ぽ
)
は
選
血
中
せ
ら
れ
最
高
権
力
を
賦
奥
せ
ら
れ
た
る
中
央
曾
議
(EH
の
O
D
E
-
n
g
E
-

一←一一一 一一一一一一一一一司一一一一一←一一一一戸一 一一一ート … ー

舎
M

)

に
依
h
て
維
持
せ
ら
る
ぺ

1
0
大
な
る
工
業
集
群
の
各
は
鶏
奉
せ
ら
れ
た
る
特
別
曾
識
を
有
す
ぺ
〈
、
而
L

τ
こ
れ
は
中
央
曾
議
ピ
地
方
各
部

(
]
2
2
2
z
g

】

O
B
-
2
)
Z
の
聞
の
仲
介
た
る
べ
き
も
の
な
り
。
こ
れ
は
主
ご

L
て
生
産
の
諸
中
心
地
の
廃
止
す
吋
き
も
の
を
決
定
し
、
叉
は
生
産
用
具
の
令
部
に
就

τ新
調
す
べ
き
も

ωを
決

定
す
。
故
に
こ
れ
は
組
合
の
所
布
礎
を
具
憶
に
制
限
す
ぺ
き
大
槌
カ
を
有
す
E
謂
ム
ぺ
し
。
此
等

ω中
央
官
躍
は

線

τの
生
産
を
指
導
監
管
L
、
各
集
鮮
に
向

τ其
途
行
す
べ
き
事
業
を
指
定
す
。

最
後
に
且
最
も
重
要
な
る
は
次
の
事
な
り
。
生
産
用
具
の
所
有
は
総
て
各
工
業
集
群
に
委
托
せ
ら
晶
、
も
亦
一
枇

曾
共
有
た
る
を
失
は
争
、
何
ご
な
れ
ば
、
各
集
群
は
其
所
に
柑
労
働
を
提
供
せ
ん
ご
欲
-9
る
総
て
の
H

公
民
に
謝
し
て

は
同
一
の
樺
刺
及
び
同
一
の
利
盆
を
許
興
す
べ
〈
し
て
、
決
L
T
現
時
の
多
数
の
産
業
組
令
が
新
来
者
を
雇
傭
的

勢
働
者
の
地
位
に
置
き
得
る
が
如
話
機
能
を
有
せ
古
る
ペ
け
れ
ば
な
り
。
斯
の
如
〈
に
し
て
詩
集
群
に
一
時
起
る

こ
ご
有
る
べ
き
諸
不
卒
等
は
永
縦
せ
，
さ
る
ぺ
〈
、
且
其
等
は
其
等
の
一
専
属
的
性
質
を
失
ふ
ぺ
き
な
旬
。

前
述
ジ
ョ

1
v
1氏
の
草
案
は
或
る
貼
を
殴
隊
に
附
せ

h
、
例
へ
ば
組
合
は
其
機
械
又
は
其
建
物
を
貰
却
し
又

は
其
等
を
組
合
員
の
個
人
的
使
用
に
充
つ
る
の
機
利
を
有
す
る
や
否
や
は
明
白
な
ら
十
o

但
1
比
草
案
の
示
す
所

は
夫
の
獅
立
せ
る
諸
職
業
集
群
が
彼
等
の
聞
に
自
由
仁
談
合
せ
ら
る
、
所
の
契
約

ω
外
に
何
等
の
連
絡
を
有
せ
ゲ

る
不
統
一
な
る
制
度
(
ロ
ロ
忠
弘
自
の
自
ω
R
E
A
E
)
仁
就

τに
非
ざ
る
は
宅
も
疑
を
容
れ
や
，
。
否
、
組
織
は
国
家
的

.‘. 

、，. .事.



。
。
。
。
。
。
。
。
。

に
し
て
大
健
に
於
て
中
央
集
檎
的
な
り
。
是
れ
関
及
せ
る
産
業
組
合
制
(
ロ
ロ
広
岡
山
E
O《

凶
作

B
8昨
怠
〈
B

E百
円
陣
内
切
)

Z
間
ふ
ぺ
〈
、
詳
言
す
れ
ば
、
生
産
者
は
債
格
公
定
の
仲
間
律
に
、
組
合
の
自
由
加
入
及
び
其
組
合
員
間
の
卒
等
を

認
U
る
規
則
に
、
及
び
中
央
官
鹿
の
様
カ
に
、
全
然
服
従
す
べ
き
制
限
内
に
於
て
、
工
場
は
勢
働
者
に
踊
L
、
蓋

し
又
(
吾
人
が
直
ち
に
後
そ
れ
を
見
る
如
〈
)
鉱
山
は
坑
夫
に
風
し
、
回
畝
は
農
夫
に
厨
す
る
制
度
な
・
9
0
故
に
是

は
寧
ろ
閣
の
集
産
主
義

(-mgFaiω
ヨ
o
q一
回
邑
)
に
し
て
、
組
合
的
枇
曾
主
義

(
-
0
8
0
E
B
o
n日
吉
田
押
さ

こ
b
F
hド
。

十

'
J
a
y

『‘一
ジョ

l
v
1氏
は
生
産
資
本
に
集
産
的
性
質
を
維
持
せ
し
む
る
に
就
て
多
〈
の
努
力
を
錯
し
た
れ
Y
」
も
、
輩
に

。
。
。
。
。
。

起
る
一
の
疑
問
は
、
彼
の
宇
自
治
的
組
合
は
、
た
ご
ひ
前
越
せ
る
如
き
中
央
会
構
の
規
制
ゐ
・
9
Z
も
、
術
ほ
集
産

主
義
の
本
質
に
反
せ

F
る
や
の
貼
な
h
ご
す
。
。
ョ

1
v
1氏
亦
之
を
猿
釦
す
。
氏
は
日
(
『
蕊
に
余
は
純
共
産

主
義
者
が
「
是
は
非
常
に
有
産
者
的
計
叢
に
し
て
資
本
主
義
の
強
き
色
彩
を
帯
ぷ
」
正
の
批
評
を
耳
に
す
。
旦
彼
等

は
直
も
に
「
経
済
的
進
歩
を
目
的
正
す
る
此
小
な
る
賞
奥
の
制
度
は
卑
随
に
し
て
且
不
要
な
h
」
Z
主
張
す
。
革
L

彼
等

ω言
は
疑
も
無
〈
正
賞
な
h
」
z。

。
。
。

貨
に
ジ
ョ

1
v
1氏
の
組
合
は
最
早
本
来
の
僻
義
に
於
り
る
集
産
制
に
非
十
Z
考
へ
ら
れ
得
る
も
の
に

L
て、

郎
も
其
下
に
多
少
制
限
せ
ら
る
、
、
詩
集
幽
が
、
叉
は
詩
人
で
Z
へ
も
が
彼
等
の
生
産
方
便
物
を
買
得
し
、
工
場
機

械
及
び
原
料
の
所
有
者
正
な
h
、
共
利
用
す
る
生
産
用
物
の
不
卒
等
な
る
匁
に
勢
働
の
卒
等
量
に
封
し

τ不
卒
等

プ
ル
グ
ン
氏
自
諸
枇
曾
主
義
評
論

詑

苑

第
一
一
十
四
番

む

王

第
四
都

九

晶、

， .・.



詑

苑

プ
ル
ゲ
ン
氏
。
諸
枇
曾
主
義
評
論

第
二
十
四
巻

第
四
韓

O 

七

六

な
る
生
産
物
を
獲
得
す
る
を
得
る
な
b
。
抑
も
近
代
の
枇
曾
主
義
の
根
本
の
主
義
は
従
来

R
A
h
b命
、
終
誕

3 

々
ミ

=ozε
何
詰
虫
記
ミ

E
h
E
E
E
=
「
各
人
に
卒
等
に
分

τ」
、
叉
は
「
彼

ω欲
望
に
従
ひ
C
分
て
」
な
れ
Y
」
も
、
若

し
此
主
義
は
阪
に
改
ま
れ
b
ご
す
れ
ば
少
〈
ご
も
R

〉
の

F
R
E
E
-
g口付

E
P
E
E巴
司

司

SEMO---
「
各
人
に
彼

の
倒
人
的
努
働
仁
従
ひ

τ分
て
」
の
主
義
は
存
す
べ

L
O
之
に
反
し
て
議
仁
は
雌
労
働
者
は
「
生
産
物
の
何
た
る
に

拘
は
ら
や
，
卒
均
強
度
の
彼
の
個
人
的
労
働
時
間
に
臆
じ

τ」
に
非
守
し
て
「
彼
の
融
労
働
時
闘
が
如
何
に
あ

h
し
ゃ

に
拘
は
ら
十
彼
の
生
産
物
に
廊
じ
て
酬
ゐ
ら
れ
、
其
山
肌
た
る
恰
b
彼
の
生
産
に
寄
奥
す
る
重
要
度
は
、
彼
の
勢
働

の
闘
有
の
性
質
よ
・
り
は
寧
ろ
彼
の
就
業
せ
る
産
業
所
(
誌
を
)
の
組
織
の
朕
況
に
多
〈
従
属
す
る
が
如
〈
に
な
さ

る
、
な
・
9
0

然
れ
ど
も
此
「
開
放
せ
ら
れ
且
公
定
債
格
の
法
律
に
服
従
す
る
所
の
産
業
組
合
」
の
方
式
は
、
た
ぜ
ひ
雌
労
働
の
報

酬
の
不
平
等
を
採
b
入
る
ど
も
、
若

L
此
不
平
等
が
唯
一
時
的
に
し

τ、
而
か
も

S
Fの
保
件
を
戒
す
に
於
て

は
、
之
を
顧
慮
す
る
を
要
せ
A
Y
Z
謂
ひ
得
ぺ
き
な
・
9
0

蓋
L
理
論
家
は
此
方
式
を
排
斥
す
る
を
待
べ

L
、
然
れ
ど

も
他
の
者
は
此
4

伊
資
本
主
義
の
制
度
に
優
る
正
な
す
べ
し
。
何
Z
な
れ
ば
川
此
は
抽
労
働
者
に
保
一
蹴
す
る
に
彼
の
抽
労

働

ω生
産
物
に
等
し
き
債
依

ω報
酬
を
以
て
す
る
に
向
b
、
少
〈
さ
も
生
産
上
に
於
り
る
私
的
資
本
へ
の
貢
納
は

止
み
、
及
び
町
生
産

ω合
理
的
組
織
に
由
h
失
業
及
び
貧
困
の
弊
害
は
除
か
る
れ
ば
な
h
o

此
鋳
明
は
「
富
の
集
産
主
義
的
分
配
の
殿
正
主
義
」
を
奉
を

g
る
枇
曾
主
義
者
を
能
絡
す
る
仁
足
る
、
特
に
汎
役

-、

a・4
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所
主
義
又
は
官
様
高
能
主
義
を
徐
b
多
く
好
ま
F
る
人
々
を
然
h
Z
す。

前
越
せ
る
ジ
ョ

1
ν
1氏
の
案
出
せ
る
組
合
の
方
式
は
不
幸
に
し
て
賀
行
L
得
べ
か
ら
F
る
も
の
Z
審
査
判
定

せ

ιれ
た
旬
、
諦
ふ
衣
節
に
之
を
詳
述
せ
ん
。

第
三
節

ジ
ョ

l
レ
1
氏
の
集
産
主
義
方
式
の
批
評

生
産
費
遠
の
親
駄
に
於
て
、
ジ
ョ

1
レ

l
氏
の
方
式
は
特
別
の
利
潤
な
る
引
カ
に
由
ち
て
後
明
の
進
歩
を
促
が

。。

す
如
(
見
ゆ
れ
Y
」
も
、
術
ほ
不
充
分
な
り
o

貨
に
其
利
潤
は
只
生
産
物

ω
分
量
を
多
〈
す
べ
き
俊
明
の
み
に
鯖

し
、
官
官
を
善
良
仁
す
る
を
専
ら
ご
す
る
改
革
者
は
之
に
奥
か
ら
す
。
諸
生
産
者
は
分
量
仁
臆
じ
て
報
酬
を
受
〈

る
を
以

τ、
若
し
彼
等
が
新
L
h
c
改
良
方
法
じ
由
hJ
、
従
来
知
ら
れ
た
る
生
産
物
の
製
作
に
必
要
吉
せ
る
時
闘
を

短
縮
せ
ば
、
彼
等
は
徐
分
の
利
盆
郎
ち
賞
奥
を
獲
べ
き
も
・
若
し
彼
等
が
一
の
新
生
産
物
を
畿
明
せ
る
ご
器
、
例

へ
ば
彼
等
が
克
斯
白
熱
燈
の
T

Y

ト
U
F

を
段
れ
ぬ
様
仁
す
る
方
法
を
後
見
し
た
る
ご
き
は
、
彼
等
は
何
等
り
利
潤

を
牧
む
る
を
得
5
る
べ
し
。
何
正
な
れ
ば
彼
等
は
此
新
積
類
の
叫
労
働
に
就
て
一
勢
働
時
の
卒
均
生
産
力
を
定
h
u

ぺ

主
計
算
要
素
を
提
供
す
る
最
始
に
し

τ且
軍
凋
の
組
な
れ
ば
な
b
。
若
し
一
筒
の
硬
質
7

ン
ト
b
y

の
製
作
が
一
週

常
T

ン
ト

w
の
製
作
ピ
同
じ
〈
卒
均
一
時
間
の
第
働
を
要
せ
ば
、
報
酬
は
同
一
な
b
。
若
し
一
層
短
き
時
聞
を
要

せ
ば
、
俊
明
者
は
唯
遁
慌
マ
ン
ト

w
の
製
作
者
吉
岡
列
に
置
か
る
、
保
件
に
於

τ、
其
短
き
時
間
丈
の
利
潤
を
受

詑

苑

プ
ル

r
y氏
の
請
位
曾
主
義
持
論

第
二
十
四
巻

第
四
腕

七
二
七

-、

..・e



詑

プ
ル
ぱ
グ
ン
民
自
前
世
曾
主
義
評
論

第
二
十
四
番

七
二
人

静
岡
崎
匹

一ー一

苑

〈
る
に
過
ぎ

F
o
若
し
一
一
暦
長
き
時
聞
を
要
せ
ば
、
義
明
者
は
そ
れ
定
損
失
す
一
ア
¥
唯
彼
の
工
業
が
新
規
り
も

の
ぜ
考
へ
ら
れ
、
之
に
封
L
「
通
常

ω平
均
」
が
適
用
せ
ら
れ

5
る
ご
き
此
掛
川
失
を
遊
り
得
べ
き
の
み
。

然
ら
ば
何
故
に
異
な
れ
る
率
が
製
作
物
の
性
質
に
応
じ
て
定
め
ら
る
〉
ぜ
待
F
る
乎
ピ
い
ふ
に
・
過
し
此
新
品

を
作
る
唯
一
の
工
場
に
於
て
、

一
時
間
的
融
労
働
に
て
出
来
上
れ
る
一
箇
の
品
物
(
郎
も
硬
質
T

Y

ト
P
)
に
謝
L
二

枚
の
切
腐
を
奥
ふ
れ
ば
、
集
産
制
の
方
式
は
全
〈
倒
壊
せ

5
る
を
得
子
。
郎
も
禾

r新
L
き
評
債
方
法
に
向
て
何

o

u

O

Q

 

等
の
基
礎
を
有
せ
十
し

τ、
労
働
時
間
に
由
る
償
備
計
量
り
方
式
を
断
念
す
る
な

h
o
元
来
性
質
は
品
川
量
の
如
(

そ
れ
自
身
欽
学
を
以
て
評
倒
せ
ら
れ
十
。
放
に
消
費
者

ω需
要
に
従
ひ
て
上
下
す
る
所

ω競
争
的
調
格
な
〈
ん

ば
、
如
何
に
し
て
会
構
は
専
断
な
し
に
性
質

ω異
な
る
諸
物
品
を
数
字
を
以
て
評
領
す
る
を
得
べ
き
や
。
蓋
l
優

秀
な
る
生
産
物
の
製
作
が
通
常

ω生
産
物
の
製
作
に
比
し

τ
一
一
屠
多
量
な
る
幡
労
働
時
聞
を
要
せ
ば
、
会
構
は
定
率

を
改
む
る
こ
ピ
な
(
し
て
一
府
大
な
る
報
酬
を
奥
ふ
る
を
得
る
は
勿
論
な
h
。
然
れ

E
も
需
要
H
A
び
供
給
仁
・
闘

h

て
定
ま
る
債
務
の
制
度
に
復
蹄
す
る
に
非
ず
れ
ば
、
改
良
せ
る
生
産
物
に
向
て
高
率
評
債
の
方
法
令
適
用
す
る
こ

さ
は
之
を
断
念
せ

g
る
ぺ
炉
ら
や
，
。

葦
し
晶
画
利
心
は
困
よ

b
技
術
進
歩
の
唯
一
の
原
動
力
に
非
5
る
を
以

τ、
前
遮
ジ
ョ

1
v
l
氏
の
方
式
が
俊
明

者
に
向
て
利
潤
を
確
保
す
る
に
充
分
な
ら
宇
古
の
侠
貼
は
幾
分
か
之
を
寛
般

T
る
を
得
ぺ
し
。
然
れ
ど
も
此
方
式

は
其
改
正
せ
ん
ど
欲
す
る
方
式
命
諸
制
)
の
如
仁
詩
平
均
の
計
算
に
兎
が
れ
.2
る
紛
糾
、
不
硲
定
、
専
断

鋼、

.. . 
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等
仁
白
台
、
雷
に
不
完
全
な
る
の
み
な
ら
子
、
費
行
し
難
き
も
の
な
h
o
余
穫
は
此
貼
に
閲
!
単
純
な
る
集
産
主

判
明
に
由
て
示
さ
れ
た
る
諸
困
難
を
吟
味
し
た
る
が
、
此
等
以
判
叶
川
叫
川
副
げ

Ftrr詳
の
下
に
於
て
も
亦
同
様

に
多
き
を
見
る
な
h
o

諦
ム
余
輩
を
し
て
彼
の
主
義
り
賞
際

ω運
用
如
何
に
就
て
審
査
す
る
を
得
せ
し
め
ハ
九
彼
の
主
義
に
依
れ
ば
、

諸
勢
働
者
は
彼
等
の
生
日
産
物
に
廊
じ
て
報
酬
を
受
(
。
行
政
勝
は
工
業
の
同
じ
支
類
に
周
す
る
総
て
の
産
業
所

(
口
措
白
)
に
就

τ、
最
も
多
〈
慣
行
せ
ら
る
、
技
術
的
保
件
の
下
に
於

τ、
い
最
も
多
〈
慣
用
せ
ら
る
、
生
産
用

具
吋
労
働
一
時
間
に
於
り
る
原
料
の
卒
均
消
費
且
貴
ぴ
例
岡
崎
閉
じ
於
げ
る
生
産
用
具
の
卒
均
消
耗
品
号
以
て
す

る
。
一
昨
昨
ザ
配

m
p即一
rrか
を
計
算
し
た
b
o
之
に
尚
h
て
各
種
類
の
生
産
に
向
て
の
卒
均
的
枇
曾
労
働
の
一

時
間
の
生
産
物
標
本
(
『
望
。
ι忌
守
目
立
は
決
定
せ
ら
れ
、
従

τ各
生
産
物

ω中
に
合
ま
る
、
卒
均
峠
労
働
時
款
は

算
定
せ

ιれ
に
b
。
次
に
此
率
を
適
用
す
る
に
は
人
が
政
廊
へ
持
表
す
る
生
産
物
の
性
質
を
審
査
す
れ
ば
足
る
、

何
ご
な
れ
ば
生
産
上
必
要
ピ
寸
る
枇
曾
勢
働
時
は
一
般
に
精
良
品
に
向
て
よ
h
は
劣
等
口
聞
に
向
て
小
な
れ
ば
な

b
o
此
上
に
て
R

位
機
は
生
産
品
を
納
入
せ
る
組
合
に
労
働
切
符
を
以
て
共
同
情
格
を
支
梯
ひ
、
組
合
は
真
に
生
産
者

i
T
a
T
7
4
 

仁
之
を
分
配
す
。
斯
の
如
く
勢
働
者
の
生
産
物
仁
由
h
J
て
附
せ
ら
晶
、
所
の
彼
の
報
酬
は
彼
の
抽
労
働
の
固
有
の
諸

性
質
並
に
嘗
該
企
業
の
共
同
議
傑
件
に
従
属
す
。

上
越
諸
卒
均
の
計
算
は
岡
よ
b
複
雑
主
れ
Y
』
も
、
純
集
産
制
の
場
合
よ
り
は
簡
単
な
る
如
し
。
何
ど
な
れ
ば
慈

説

<IIi 

プ
ル
ゲ
ン
氏
の
諦
枇
官
主
義
評
論

第
二
十
四
番

七

九

第
四
現

一

I
d
4
Vゎ
引
訓
川
J
I
Y訓
V
4
u
l
u
-
-
t
A
U
1
J
Hけ

l

une meme branche d'industrie. 

}'ensemble des etablissements. 
1) 

2) 

「
!

.. . 
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第
四
韓

四

第
ニ
十
四
谷

七
三

O

話

苑

プ
ル
ゲ
ン
氏
自
諸
批
曾
主
義
評
論

『
第
二

に
は
彼
場
合
に
於
け
る
如
〈
別
々
に
局
在
す
る
各
経
替
に
就
て
一
々
一
其
平
均
を
定
む
る
を
要
せ

g
れ
ば
な
b
{章
ア

U
軒
訂
正
芯
μ
同
町
一
ぶ
粍
一
d
J
M
)
。
品
川
れ
ど
も
余
輩
は
今
迄
故
意
に
問
題
の
一
一
陶
を
差
し
置
き
た
ち
、
卸

1
余
輩
は
い

'

)

E

 

人
の
生
産
せ
る
資
本
の
生
産
土
凶
い
か
に
就

τ設
き
た
れ
ど
も
未

r付
自
然
的
生
産
要
素
の
不
同
な
る
カ
に
就
て
越

京
る
所
な
か
り
し
な
b
。

た
ご
ひ
或
一
の
工
場
は
其
利
用
す
る
原
動
力
又
は
運
轍
に
向
て
多
少
の
便
盆
営
奥
ム
る
所
の
自
然
的
保
件
の
下

に
在
り
吉
雄
ど
も
目
製
遣
業
及
び
運
輸
業
に
就
て
は
殿
密
の
意
味
に
於

τパ
い
の
観
察
の
み
を
以
t
満
足
す
る
を
得

ぺ
し
命
科
目
一
服
.
印
刷
叫
酬
料
開
H
J
t端
本
)
。
然
れ

y-も
農
業
に
於
て
、
及
び
鍵
山
業
に
於

τは
自
然
的
要
素
は
確
か

に
最
も
重
要
な
る
役
目
を
演
十
。
惑
に
は
労
働
の
生
産
物
は
土
域
叉
は
下
土
の
自
然
的
保
件
の
如
何
に
従
ひ
て
麗

動
す
。
故
に

r判
官
を
犯
す
こ
ご
な
し
に
は
拙
労
働
者
の
生
産
物
に
従
ひ
て
彼
等
を
酬
ゆ
る
ニ
古
は
不
可
能
に
見
刷
。

然
れ
ど
も
若
し
諸
生
産
者
が
最
早
彼
等
の
生
産
物
に
従
U
て
酬
は
れ
ぬ
時
に
は
、
若
し
彼
等
の
特
稲
の
生
産
が
彼

等
の
生
産
方
法
又
は
生
産
用
具
の
優
秀
な
る
よ
ち
来
れ
る
時
は
如
何
に
彼
等
は
酬
は
る
べ
き
や
。

上
越
の
問
題
に
就
て
は
ジ
ヨ

l
v
1氏
は
格
別
意
を
悩
ま
す
こ
ピ
無
き
も
の
、
・
却
し
。
氏
の
枇
舎
構
誌
の
下
に

於

τは
唯
重
に
工
場

(-6宮
内
)
の
第
働
者
に
就
て
説
り
る
の
み
に
て
、
土
地
の
柚
労
働
者
に
劃
し

τは
氏
は
疑
も
無

〈
後
日
の
研
究
に
譲
b
τ
今
之
を
取
扱
ふ
こ
正
を
見
合
す
も
の
、
如
し
、
何
ご
な
れ
ば
氏
は
唯
.
音
人
に
語
る
に
、

「
自
作
農
の
土
地
所
有
維
の
許
容
す
べ
き
」
を
以

τす
る
に
止
ま
b
、
農
業
拙
労
働
の
報
酬
方
法
は
、
業
経
過
時
代
の

J) Chaque e)lplo山 tionparticllliè.l~ 
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獄
般
の
下
又
は
其
終
極
の
妹
践
の
下
の
説
れ
に
就
て
も
華
も
之
を
吾
人
に
示
す
こ
さ
な
り
れ
ば
な
b
o
然
る
仁
氏

が
鏑
山
の
勢
働
者
に
就
て
語
る
を
聞
〈
・
に
、
氏
は
明
か
に
彼
等
の
報
酬
は
彼
等
の
個
人
的
労
働
の
賓
際
の
時
間
に

て
計
量
せ
ら
る
べ
(
、
新
〈
し
て
彼
等
の
聞
に
石
炭
の
性
質
の
良
吾
又
は
採
掘
の
難
易
に
基
因
す
る
所
の
議
先
の

不
平
等
(
町
応
間
住
応
官
恥
卯
一
与
-o)
あ
る
こ
正
な

L
t
宣
言
す
る
な
b
。

新
〈
し

τジ
ョ

1
v
l
氏
は
不
正
義
(
円
主
E
Z
n
o
)

の
弊
を
避
り
得
た
れ

E
も
、
氏
の
意
見
は
柏
崎
め
に
退
歩
し

た
ち
o

た
さ
ひ
氏
は
滋
に
も
術
ほ
「
抽
労
働
者
の
諸
集
群
に
委
任
せ
ら
る
、
鎌
山
業
」
に
就
て
設
語
、
純
集
産
制
の

如
き
政
府
公
笹
に
就
て
設
か
中
ご
錐
も
・
氏
は
其
案
出
せ
る
組
合
方
式
会
。
ω
可
思
E
0
2
4
0
E
E
C
の
獅
創
性
及
び

優
秀
性
の
す
べ
て
が
係
る
所
の
「
債
格
決
定
の
方
法
」
(
ぽ
目
。
品
。
号

ZM自
由
自
)
を
此
等
労
働
者
に
適
用
す
る
ニ

ご
を
断
念
す
。
氏
は
生
産
物
に
臆
す
る
報
酬
の
方
法
を
止
め
て
時
間
に
膝
守
る
報
酬
に
復
蹄
す
。
而
か
も
氏
は
新

る
t

農
夫
及
坑
夫
を
し
て
生
産
方
便
物
の
進
歩
及
び
生
産
方
法
の
改
良
に
鋭
意
せ
し
む
る
に
甚
ピ
不
通
蛍
な

。
。
。
。

る
を
自
認
す
。
是
れ
少
〈
ご
も
氏
の
設
の
一
部
破
産
な
り
、
集
産
主
義
の
総
て
の
方
式
の
障
害
物
郎
も
経
済
的
地

0
0
0
0
 

代
の
法
則

(
E
E
ι
o
F
B
E
O
吟

E
M
O
E
A
Z
O
)
へ
の
返
却
な
b
z
謂
ム
ペ
し
。

然
ら
ば
慈
に
何
等
か
の
手
段
を
以
て
、
自
然
保
件
の
不
平
等
よ
り
雌
労
働
者
を
不
嘗
に
利
L
叉
は
害
す
る
こ
ど
な

定

〈
し
て
彼
等
を
し
て
生
産
方
法
を
改
良
す
る
様
に
白
か
ら
鋭
意
せ
し
む
る
如
き
報
酬
方
法
を
彼
等
に
適
用
す
る
を

得
F
る
か
。
諦
ム
余
輩
合
し
て
真
面
目
に
之
を
考
慮
せ
し
め
よ
o

説

施

第
四
就

五

第
二
十
四
番

プ
ル
ゲ
シ
氏
自
諸
批
曾
主
義
評
論

トじ

"~'-...，川島"山一一

-、

. .. 



詑

苑

プ
ル
ヂ
シ
氏
自
請
枇
曾
主
義
評
論

第
ニ
十
四
谷

七

第
四
棋

-~. ，、

余
輩
は
先
づ
枇
曾
が
土
地
叉
は
鏑
山
を
無
償
に
て
経
倍
者
に
交
附
し
、
而
し
て
彼
等
は
唯
白
設
を
以
て
建
物
機

械
道
共
家
畜
肥
料
及
び
雑
原
料
の
み
を
得
る
を
要
す
ご
恨
定
す
。
此
場
合
に
生
産
者
を

Lτ
生
産

ω進
歩
に
鋭
意

せ
し
む
る
織
に
は
、
而
か
も
同
時
に
彼
を
し
て
其
交
附
さ
れ
た
る
土
地
が
最
も
肥
沃
に
又
は
業
鎖
山
が
最
も
豊
宮

な
る
よ
り
偶
然
又
は
特
恵
の
利
潤
を
受
〈
る
こ
Z
な
か
ら
し
む
る
潟
に
は
生
産
土
に
寄
奥
す
る
資
本

ω部
分
古
自

然
的
優
秀
俊
件
の
部
分
正
が
明
か
に
匝
別
ゼ
ら
る
、
こ
子
宮
必
要
な
り
正
す
。
故
に
政
府
は
耕
地
の
各
部
叉
は
各

。，
3

3

'

J

，

。

。

占

M

2

鱗
悩
に
就

τ、
官
皆
川
り
平
時
的
制
同
僚
件
の
下
に
於

τ‘
詳
言
す
れ
ば
汁
耕
地
に
就
て
い
へ
ば
・
人
が
建
物
園
ひ
排

水
瀧
紙
等
の
蕗
理
に
闘
す
る
r
m
m
V
炉
伽
閣
を
錯
し
た
る
ニ
己
、
及
び
人
が
英
外
に
同
じ
楠
類
の
土
地
の
上
に
於
げ

る
耕
作
の
多
数
に
就

τ慣
用
せ
ら
る
、
肥
料
機
械
及
び
耕
作
方
法
を
そ
れ
に
趨
用
L
た
る
こ
さ
を
椴
定
し
て
、
卒

均
強
度
凶
勢
働
一
時
間

ω
生
産
力
を
計
算
す
る
を
要
す
。
若
し
果
し
て
此
稀
類
の
無
数
の
土
地
官
軍
帳
が
正
確
仁
成

立
せ
ば
生
産
者
は
彼
的
勤
勉
・
彼
の
畿
明
、
彼
の
改
良
方
法
に
因
・
り
て
彼
の
持
分
の
経
鵬
首
に
就
て
珠
め
計
算
せ
ら

る
る
平
均
量
に
優
れ
る
生
産
物
を
得
た
る
時
仁
は
、
彼
は
俄
H
T
ω

利
潤
(
司
B
民同

O
H
H
n
w
)
b
z
得。

。。

例
へ
ば
蕊
に
甲
乙
ニ
級

ω土
地
あ

h
o
甲
級
地
に
於
て
人
が
通
常
毎
へ

P
タ
ー
ル
に
合
理
的
ご
考
へ
ら
る
、
分

量
的
「
二
百
枚
切
符
を
値
ひ
す
る
肥
料
」
を
投
じ
百
時
間

ω勢
働
を
品
質
や
す
ご
き
は
人
は
卒
均
三
十
へ
ク
ト

y
ッ
ト

戸
の
小
変
を
牧
穫
す
ご
す
れ
ば
、
生
産
，
者
は

へ
ク
ト
リ
ノ
ッ
ト
W

に
就
き
十
枚
切
符

(
u
o
o
ト
U
Q
)
ω

報
酬
を
受
(

べ

L
0
4
L息
惰
又
は
拙
劣
の
農
夫
が
百
五
十
枚
切
符
を
儲
ひ
す
る
肥
料
の
劣
れ
る
分
量
u
A
ぴ
不
完
全
な
る
諸
生

.‘・・

.... ， 



産
用
具
を
用
ひ
同
時
間
の
措
労
働
を
以

τ、
唯
二
十
へ
ク
ト

F
ッ
ト
U
F

を
牧
穫
す
る
正
き
は
、
彼
は
二
百
枚
胡
符
を

受
く
る
仁
過
ぎ
す
し
て
、
其
中
の
五
十
枚
丈
が
百
時
間
の
彼
の
枇
労
働

ω報
酬
な

b
o
(醐
批
位
同
町
一
一
一
山
は
)

乙
級
地
郎
も
前
者
よ
b
劣
れ
る
土
地
-L
於
て
人
は
平
常
毎
へ

P
タ

l
y
に
六
十
枚
切
符
を
侃
ひ
す
る
肥
料
を
投

事
，

P
忽
例
ピ
し
、
前
吉
岡
椛
百
時
間
山
り
抽
労
働
に
て
平
均
人
へ
ク
ト

y
ッ
ト
F

の
枇
穫
を
得
正
す
れ
ば
、
比
小
市
営
は

生
産
者
て
し
て
毎
へ
ク
ト

9
ッ
ト

w
十
枚
印
代
b
に
二
十
枚
的
切
符
を
受
取
ら
し
む
べ
し
(
岬
日
哨
同
時
一
一
明
一
叫
ん
お
わ

し
て
島
中
よ
り
肥
料
代
六
十
伎
を
差
引
〈
と
き
は
百
枚
と
J
o

な
り
即
ち
一
時
間
め
平
均
必
働
に
封

L
一
枚
山
剖
な
り
、

然
れ
ど
も
同
級
の
土
地
に
於
て
賢
一
き
農
夫
が
百
二
十
枚
を
僻
ひ
す

る
肥
料
を
投
じ
て
岡
悦
百
附
附
働
ヨ
十
五
へ
ク
ト
吋
ノ
ツ
ト
ル
ef
穫
る
Z
き
は
、
彼
は
通
情
的
一
中
均
生
産
量
に
勝
る

所
的
彼
凶
生
産
量
に
肉
h
著
る

L
Z仰
分
的
利
潤
h
f
得
ぺ

t
。
卸
ち
彼
凶
受
く
る
三
百
切
肺
判
官
U

X
い
G
)
ゆ
内
肥
料

代
百
二
十
を
差
引
き
た
る
残
り
百
八
十
枚
ぃ
r
彼

ω百
川
削

ω労
働
り
代
償
正

L
て
受
〈
る
な
り
。

斯
山
り
如
〈
た
Z
ひ
行
政
脚
は
一
へ
ク
ト
η
ノ
ッ
ト
戸
の
小
山
女
に
謝
し
一
方
に
は
十
切
符
ef
支
掛
川
日
他
方
に
は
二
十

3

。
打
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

切
符
を
支
梯
へ
ど
も
m

若
し
府
方
よ
ム
リ
提
供

t
bる
、
飽
量
が
同
じ
場
合
に
於

τは
、
政
腐
は
総

τの
小
山
買
を
同

じ
債
格
卸
も
一
へ
ク
ト

9
ッ
ト
戸
に
付
言
十
五
切
符
な
る
卒
均
債
務
に
て
寅
ら

F
る
べ
か
ら
歩
。
此
卒
均
生
産
農

を
以

τす
る
債
格
決
定
に
肉

hrLrwは
消
失
す
。
消
費
者
は
現
今

ω如
〈
最
大
生
産
費
に
肉
て
決
定
せ
ら
晶
、

間
間
絡
を
以
て
総

τω
小
獲
を
買
ム
代
り
に
、
唯
一
中
均
生
産
費
を
之
仁
支
梯
ム
仁
過
ぎ
宇
。
最
良
地
を
耕
や
す
所
凶

農
夫
は
毎
へ

F
ト
p
v
b
ル
二
十
切
符
り
代
り
に
唯
十
切
符
を
受
〈
る
に
過
ぎ
守
、
従

τ彼
等
は
其
耕
や
す
所
の

話

苑

プ

LFFν
民
心
諸
批
合
主
義
評
論

第
二
十
四
巻

七
一
ニ
三

第
四
椋

t 

ぬ』
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一
二
凡

土
地
の
自
然
的
優
秀
性
に
由
る
徐
分
の
枚
入
を
得
る
こ
ご
な
し
、
換
言
す
れ
ば
彼
等
は
何
等
土
地
の
地
代
を
利
得

説

苑

プ
ル
ゲ
ン
氏
自
諸
枇
合
主
義
評
論

第
二
十
四
番

七
三
回

第
四
揖

す
る
こ
己
な
し
。
而
L
τ
枇
曾
自
身
も
亦
地
代
を
牧
む
る
ζ

Z
な
[
、
何
己
な
れ
ば
祉
曾
は
一
方
仁
於
け
る
或
一

定
量
の
生
産
物
に
就

τ嵐
り
た
る
利
潤
は
之
を
他
方
に
於
り
る
部
分
に
就

τ損
失
し
た
る
所
を
填
補
す
る
に
供
す

れ
ば
な
り
。
即
も
田
平
に
勘
定
の
事
務
あ
る
の
み
に
し
て
利
潤
獲
得
の
事
務
な
し
。

前
述
の
計
査
の
総

τは
官
官
上
は
之
を
承
認
し
得
ぺ
し
吉
雄
も
、
賢
官
仁
於

τ土
壌
及
び
下
土
(
滞
町
)
の
各

医
に
於
げ
る
艇
替
臨
時
叫
び
)
の
卒
均
的
諸
傑
件
の
下
に
於
げ
る
拙
労
働
の
平
均
生
産
カ
を
算
定
し
、
且
此
生
産
力
に

影
響
す
る
所
の
絶
え
F
る
諸
鍾
勤
に
追
及
し

τ一
中
均
生
産
力
の
算
定
を
修
正
す
る
を
得
ぺ
き
や
。
行
政
臓
は
呆
し

τ妄
断
及
び
偏
愛
の
弊
に
陥
ゐ
る
こ
芭
な
〈
、
念
滋
せ
る
抗
議
を
受
〈
る
こ
芭
な
(
、
前
述
の
諸
計
算
を
正
繕
に

成
就
し
及
び
修
正
す
る
所
り
難
事
業
を
館
賞
す
る
に
堪
ふ
る
や
。
仰
蘭
西
に
就

τ言
一
へ
ば
、
其
包
容
す
る
所
の
一

億
五
千
高
筆
(
宮
古
色
白
)
の
各
筆
仁
就

τ、
其
互
に
紛
糾
錯
雑
せ
る
無
数
の
平
均
率
の
計
算
を
縛
さ
ん
芭
せ
ば
頭

脳
は
法
然
自
失
す
ぺ
し
。
刷
も
其
結
川
市
や
知
る
べ
し
、
何
人
を
も
満
足
せ
し
め
得
す
、
而
L
τ
経
裕
行
政
の
府
は

損
害
を
求
。
た
り
さ
自
信
す
る
民
衆
に
白
り
て
繕
え
す
頗
混
ぜ
ら
る
ぺ
し
(
崎
山
持
唯
一
拾
い
バ
呼
)
。

蕊
に
町
一

U
T山
田
ゐ
一
り
、
そ
れ
は
土
地
又
は
下
土
(
鍵
山
)
を
峨
業
者
集
群
に
賃
貸
す
る
こ
ご
に
て
、
政
府
は
年
賦

に
由
h
τ
自
然
的
不
平
等
に
基
因
す
る
差
盆
の
総
て
を
牧
納
す
。
前
例
を
再
び
認
に
取
れ
ば
、
生
産
者
の
誰
た
る

を
閣
は
宇
、
其
持
参
す
る
小
委
を
総
て
一
へ
ク
ト

9
7
ト
U
F

仁
付
二
十
切
符
の
割
合
仁

τ買
取
る
。
而
し
て
甲
級

‘. 

. '. 



地
の
農
夫
は

へ
ク
タ

1
w
の
耕
地
(
却
も
三
十
へ
ク
ト
リ
ッ
ト
ル
を
産
す
る
土
地
)
4
b
六
百
切
斜
の
一
中
均
牧
穂

を
得
れ
ど
も
、
年
々
三
百
切
符

ω賃
借
料
を
上
納
せ

F
る
べ
か
ら
す
o

さ
れ
ド
と
乙
級
地
の
農
夫
は
宅
も
賃
借
料
を

上
納
す
ゐ
を
要
せ
す
(
阿
山
一
J
U
U

日
仙
川
崎
日
一
同
日
以
。
而
し
て
行
政
聡
は
生
産
技
(
詑
)
よ
b
共
牧
納
L

h

H

る
賃
貸
料

を
接
除

L
た
る
後
総
て
の
小
市
営
を

へ
ク
ト
ソ
ッ
ト
ル
十
五
切
ね
の
制
合
に
て
資
る
を
得
る
な
り
。

3

3

0

0

0

。
。
。
。
。
。
。
。
。
0

0

3

0

。
o
c

(
註
)
逃
に
訓
ゆ
る
生
山

au行
政
出
山
氏
八
伺
絡
を
指
夕
、
而

L
C
前
例
に
於
け
る
削
〈
叩
乙
削
級
自
，
J
川
主
1

リ
耐
ん
す
る
小
峯
山
純
批
出
向
ピ

砂
川
H
P

…r

…vy山
下

ι
h
d
Q
が
此
に
、
叩
乙
山
地
地
山
納
へ
す
る
小
一
番
各
一
ヘ
ク
ト
リ
ッ
ト
ル
山
生
片
品
宜
は
二

F
叫
押
な
れ

r乱
、
叩
は
一
ペ
ク

ト
リ
ツ
ー
ル
特
に
卜
切
符
山
武
仙
帥
刊
を
支
捌
ひ
乙
は
賃
借
料
無
舎
が
故
に
甲
乙
刷
粧
を
油
算
す
れ
ば
小
安
一
へ
タ
ト
リ
y
ト
ル
に

H
き
手
均
五
切

符
山
質
的
判
官
払
ふ
制

k
k
"
Q
故
に
此
一
ιγ
均
百
切
符
を
止
住
費
平
均
二
十
切
符
よ
り
佐
除
す
わ
ば
本
文
に
首
P
A

如
〈
十
五
切
符
と
な
る
。

然
れ
ど
も
是
れ
無
盆
な
る
迂
凶
に
し
て
徒
ら
に
事
を
複
雑
に
す
る
も
の
な
h
、
何
己
な
れ
ば
此
方
法
は
別
誕
の

。

。

。

。

各
経
告
に
就
て
捗
働
内
生
産
力
の
下
に
自
然
り
寄
奥
す
る
部
分

(
F
Z
1
ι
o
F
E
Z日
)
合
評
倒
す
る
の
凶
雛

を
除
去

f
る
能
は

5
れ
は
な
り
o

而
Lτ
此
玄
妙
不
測
の
詐
冊
聞
は
各
筆
の
土
地
仁
罰
す
る
賃
借
料
り
毎
年
の
計
算

に
向
て
出
に
必
要
な
れ
リ
、
何
ご
な
れ
ば
、
賃
借
料
を
[
て
正
営
な
ら
し
h
u

る
匁
に
は
之
を
以

。
。
。
。
。
。

自
然
的
諸
原
因
よ

-
り
来
る
所
の
総
て

ω
不川
T

等
を
除
去
し
、

而
か
も
同
時
に
之
を
し
て
「
土
地
改
良
に
投
ゆ
ら
れ
た
資
本
の
合
憾
」

(
印
も
土
地
4
合
他
)
又
は
「
耕
作
に
品
賞
さ
れ
た
る
資
本

ω助
力
」
に
蹄
し
得
べ
き
生
産
的
徐
剃
額
に
刷
れ
L
む
る
-
-

正
無
き
を
要
す
れ
ば
な
り
。

誕

五包

/
ル
ゲ
ン
氏
自
訴
枇
命
主
義
評
論

第
二
十
四
谷

七

五

市
伊
凹
税
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プ
ル
ゲ
ン
氏
由
諸
批
曾
主
義
評
論

部
二
十
四
谷

第
四
股

O 

じ
三
大

議

員。説
4白。苑。
1./) 

方。
t去。
己
L 
-[ 

奉

-， 
き
11 

土
地
又
は
鱗
山
を
例
人
又
は
組
合
(ω

百
色
n
器
)
仁
年
賦
償
却
の
方
法

ド
自
b
て
授
拠
す
る
守
』
ご
是
な
・
9

然
れ
ど
も
こ
れ
出
多
〈
廟
慮
を
提
や
す
の
要
な
1
0
蓋

i
年
賦
償
法
が
満
了

す
る
古
き
は
純
持
者
は
同
時
に
所
術
者
的
資
格
を
粂
則
る
が
放
に
地
代
印
も
土
川
又
は
鉱
山

ω自
然
的
優
等
な
る

簡
保
件
よ
b
生
宇
る
獅
占
的
枚
入
を
無
償
に
て
街
る
唱
」
正
、
な
る
べ
し
。
他
面
批
曾
は
最
早
賃
貸
料
も
年
賦
金
も

受
〈
る
こ
正
な
き
が
依
に
治
山
究
者
を
し
て
地
代
り
負
擦
を
見
か
れ
し
む
る
能
は

F
る
ぺ
し
。
放
に
此
方
法
日
縁
組

せ
る
-
制
度
へ
の
耐
世
間
脚
な
h
o

以
上
川
崎
々
指
摘
し
柁
る
純
々
の
計
算
上

ω
困
難
は
決
L
て
叩
獅
又
は
最
重
り
も
の
に
非
宇
し

τ、
重
大
な
る
陣

偶
は
別
仁
存
す
。
何
ぞ
や
、

日
〈
行
政
的
集
旅
主
義
二
mg--Rziω
目
。
包
自
由

P
T
Z
R
)
の
中
央
集
椛
の
原
則
正

ジ
ョ

l
レ

1
氏
が
は
ら
仁
和
協
せ
ん
正
問
む
所

ω組
合
的
批
曾
主
義

(-ognu-r自
ono「
司

O
E民
「

)ω
地
方
分
権
の

原
則
正
内
問
内
紙
刷
是
な
り
。

ジ
ョ

l
ν
1
氏
山
町
方
式
に
於
工
は
、
最
も
集
中
的
な
る
集
涼
制
に
於
け
る
如
〈
、
生
産
者
は
需
要
供
給
な
る
自

然
的
調
節
子
段
を
侠
〈
が
放
に
、

一
般
枇
曾
的
諸
欲
些
の
比
較
的
蛸
皮
じ
就
て
の
調
査
報
告
を
有
す
る
所
の
中
央

会
植
の
支
配
を
受
け
ざ
る
べ
か
ら
中
。
此
制
度
以
生
産
及
び
運
総

ω
諸
企
業
h
z
閥白紙

ω純
倍
仁
留
保
せ
ず
し
て
諸

自
治
組
合
じ
委
任

τ
る
が
放
に
一
和
地
方
分
権
的

ω制
度
ご
し
て
存
立
す
る
が
如

L
t
蜂
も
、
是
れ
唯
外
似
の

み
。
各
職
業
集
群
は
其
機
械
の
持
主
及
び
利
用
者
ご
し
て
、
並
じ
其
企
業
的
責
行
管
理
者
正
し

τ、
猶
は
且
ι
引
政

-、

， '"'' 



的
込
刷
機
に
従
属
す
る
を
兎
か
れ
令
、
何
百
な
れ
ば
日
常
機
は
各
集
群
に
向
て
英
一
批
品
目
に
提
供
す
べ
き
生
産
物
の
性
質

(
脚
都
)
及
び
R
T
量
を
指
定
L
、
斯
〈

L
て
其
生
肢
の
総
て
を
も
指
弾
す
れ
ば
な
b
o

且
又
此
方
式
は
其
等

ω俊
件
の
下
に
於
て
如
何
に
賞
行
せ
ら
れ
得
べ
き
か
は
五
ロ
人
の
了
解
に
苦
む
印
刷
な
h
o
今

サ
シ
ヂ
カ
E

一
の
組
合
が
一
大
紡
績
所
を
起
す
ぺ
〈
組
織
せ
ら
れ
た
り
ご
限
定
す
。
組
合
は
府
償
に
て
最
新
型
の
機
械
及
び
原

料
を
用
意
L
、
紅
潮
〈
し
て
組
合
は
此
等

ω優
れ
た
る
生
産
方
便
を
以
て
す
る
祭
働
の
特
別
生
産
力
が
共
拙
労
働
者
の

提
供
す
る
貧
際

ω労
働
時
間
放
よ
ふ
り
多
主
枚
般
の
切
符
を
廠
も
得
ぺ

L
ご
噛
時
期
す
。
組
合
は
又
其
企
業
の
大
規
模

な
る
に
由
h
て
生
宇
る
費
用
ゆ
一
節
約
が
資
本
償
却
及
川
山
一
般
的
諸
投
の
控
除
額
士
卒
均
額
以
下
に
減
中
ぺ
き
を
漁

期
す
。
然
れ
ど
も
此
等

ω疎
期
は
行
政
府
師
伝
考
慮
り
外
に
措
(
も

ωな
る
が
故
に
、
若
し
行
政
腐
が
無
能
悪
意
又

は
其
他
の
原
因
に
よ
h
組
合
の
生
産
方
便
に
掛
し
不
相
熔
に
劣
れ
る
部
分
を
其
生
産
す
べ
き
額
ど
し
て
糊
嘗
て
た

る
正
さ
は
、
組
合
の
総

τの
議
期
は
外
れ

τ彼
ω犠
牲
は
無
盆
ど
な
る
叫
し
。
仰
を
以

τ示
せ
ば
.
臨
機
臆
誕
の

獅
断
描
植
を
賦
興
せ
ら
れ
た
る
公
構
は
小
婆
又
は
甜
奈
の
集
約
的
耕
作
に
向
〈
所
ゆ
農
業
組
合
に
劃

L
像
力
僅
か
の

註
文
を
骨
凋
J

か
又
は
他
の
種
類
の
裁
措
を
命
F
る
に
由
。
て
該
農
業
を
衰
滅
せ
し
む
べ
し
。
日
常
傭
は
別
々
の
諸
産

業
所
(
品
訂
『
口
器
内
自
g
Z
)
を
し
て
其
生
産
方
便
物
佐
級
一
頁
し
・
及
び
共
人
員
の
数
を
増
減
す
る
苧
』

F
e伶
儀
な
〈

せ
し
む
吋
き
間
接
内
権
力
含
有
す
。
公
権
は
晴
樹
末
な
Q

煩
累
を
以
て
総
て
の
脅
案
及
び
総
て
の
俊
明
を
限
止
す
る

。
。
。

ニ
己
あ
る
吋
し
。
大
れ
斯
り
如
f
謂
出
る
自
治
的
な
る
組
合
事
業
を
行
政
的
再
断
に
報
従
せ
し
む
る
よ
h
は
、
樹
苧

設

苑

プ
ル
ゲ
シ
民
自
諦
批
骨
量
義
肝
論

部
-
-
十
四
巻

じ
=
一
七

第
四
腕

一

晶、

4・4
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施

プ
ル
ゲ
ン
民
の
浦
批
悼
宇
諸
評
論

山
一
十
四
在

七
三
八

第
四
紙

コ

ろ
之
を
無
保
件
に
て
岡
山
部
庇
借
り
生
産
に
委
任
す
る
を
可
ざ
す
寸

L
。
柑
労
働
者

ω
論
集
群
の
地
方
分
権
は
外
部
の

糠
力
に
由
る
生
産
の
規
制
己
は
耐
立
せ
十
。
分
権
的
に
な
き
る
、
工
業
は
若
し
そ
れ
自
身
が
共
生
産
の
支
配
者
に

非
ざ
る
ご
き
は
窒
息
せ

L
め
ら
る
べ
し
。

是
れ
貨
に
そ
れ
に
向
て
死
活
の
問
題
な
h
。

ジ
ョ

1
ν
1氏
の
集
産
主
義
は
健
か
に
通
情
的
集
産
主
義
に
勝
る
。

-
』
れ
は
経
済
的
諸
任
務
に
就
て
の
過
度
な

る
中
央
集
権
合
一
幾
分
か
解
除
し
、
生
席
者
一

ω響
楽
及
川
日
準
名
前
例
に
綬
山
山
の
品
川
一
地
を
奥
ふ
る
所
め
り
o

然
れ
ー
と

。

。

。

。

も
こ
山
方
式
が
暫
〈
純
然
た
る
行
政
的
集
産
制
吉
岡
じ
耗
度
に
心
付
す
る
所
の
短
所
卸
も
均
衡
的
諸
快
陥
及
ひ
個
人

こ
れ
は
亦
紛
糾
壮
ろ
計
算
の
困
難
を
墨

L
・
せ
(
産
業
的
地
方
分
構
正
生
売

。
。
。
。
。
。
。
。

の
行
政
的
規
制
ピ
の
間
に
生
守
る
所
の
祇
胸
に
由
り
て
不
統
一
に
陥
る
な
り
o

山
川
此
一
外
に
此
開
放
せ
ら
れ
た
る
生

3

3

0

 

前
自
由
の
諸
制
限
を
度
外
に
扮
〈
も
、

却肱紅
M
H
げ

r
fが
特
刊
の
諸
批
難
を
惹
起
す
る
は
会
議
が
後
に
越
ぷ
る
如
し
c

以
上
説
明
せ
る
所
に
由
り
て
似
れ
ば
、
者

L
五
日
人
が
組
合

ω組
織
を
維
持

L
、
之
を

Lτ
岡
家
の
「
抑
駆
的
仁

し
て
且
ヲ
ぞ
れ
自
身
の
力
仁
過
重
な
る
級
機
的
管
理
」
を
見
が
れ
、
個
人
を
自
由
に

L
、
抽
出
袋
を
避
け
及
び
生
産
'f

活
滋
に
す
る
こ
ご
ケ
得
せ
し
め
ん
ご
欲
せ
ば
、
会
械
の
干
渉
な
〈
枇
曾

ω一
諸
欲
望
に
従
ひ
自
治
的
に
生
産
台
整
頓

す
る
所
の
煩
値

ω機
制
(
言
。
門
官
巳
ω
目
立
に
復
蹄
す
る
を
最
も
必
要
ご
な
す
べ
当
な
り
o
(
第
三
章
鯵
ち
)

-、
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